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佐野ブランドキャラクターさのまる結婚披露宴派遣に関する要項 

 

 佐野市では、佐野市シティプロモーション推進基本計画に基づき、佐野ブラ

ンドキャラクターさのまるを活用したシティプロモーションを展開し、都市の

価値向上と交流・定住人口の促進を目指しています。 

 そこで、次のとおり結婚披露宴へのさのまるの派遣について定め、市民の郷

土に対する愛着や誇りを醸成し、定住人口の促進に寄与します。 

 

１ 佐野市内で行われる結婚披露宴であること。 

 

２ 新郎新婦が婚姻後佐野市内に住所を置くこと。 

 

３ 新郎新婦のいずれか及び会場を運営する会社等がさのまるサポーターズに

加入していること。 

 

４ その他の条件については要相談とすること。 

 

 ただし、全ての条件を満たしていてもさのまるのスケジュール等により派遣

できない場合がありますので、予めご了承ください。なお、さのまるの出演内

容・時間等は要相談とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 


